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月 日 担当課名等

4 30 企画振興課

配布 掲示 内容

〇 国保・後期　運動施設利用助成案内チラシ

〇 R8年度コミュニティづくりパンフレット/「公民館の手引き」（区長用）

〇 下水道への接続依頼・合併処理浄化槽への転換依頼チラシ

〇 広報ちな

〇 大区画化等加速化支援事業PRパンフ

〇 議会だより

〇 JAあまみ広報誌

5月25日(月)

次々回 6月10日(水)

知名町ふるさと夏祭り＆大山祭第１回実行委員会

内容

担当課・担当者

耕地課・大屋

耕地課・大屋

保健福祉課　名里

保健福祉課　名里

上下水道課・先田・村上

企画振興課　甘利

耕地課・大屋

議会事務局

JA知名事業本部

次回

配布物・掲示物

担当課・担当者

保健センター　東

生涯学習係・上原

上下水道課・村上

会長出席会議報告 ・ 連絡事項

大区画化等加速化支援事業について

県営農村地域防災減災事業(ため池知名地区)に係る同意徴集について

月定例区長会

5月11日(月)

提案事項

下水道への接続依頼・合併処理浄化槽への転換依頼

ごみ収集車の音楽停止について

猫避妊去勢手術補助事業・狂犬病予防注射の日程について







ごみ収集車両における走行 BGM 廃止についてのお知らせ 

 

📢 BGM 放送を廃止します 

ごみ収集車の走行時に放送している音楽（「フローラル音頭」など）を廃止する

ことになりました。 

 

 

🔍 廃止する理由 

理由 内容 

ステーション整

備完了 

町内全域にごみステーション設置が完了し、BGM の役割

が終わりました 

騒音苦情対応 
「音がうるさい」という苦情が複数件寄せられていま

す 

運転手の安全確

保 

音量調節で運転に集中できず、事故のリスクがありま

す 

業務の効率化 
収集方法の統一で、ルート最適化と業務効率化が実現

できます 

 

 

✅ お願いしたいこと 

ごみは収集日の朝８時 30 分までに、お住まいの地区のごみステーションへ出し

てください 

 現状 8時３０分までに、ごみステーションに出すこととなっています。 

 収集車の到着時刻に合わせて出す必要はありません。 

 ステーションのルールに従ってください。 

 

 

📝 よくあるご質問 

Q. 収集車がいつ来るかわかりません。 

A. ごみは時間に余裕を持って、朝８時 30 分までにステーションに出しておけ

ば大丈夫です。 

 







(資料１)

○犬の登録頭数

徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町 合計
R3 580 501 489 484 427 263 2,744
R4 568 497 498 461 415 256 2,695
R5 567 516 449 413 380 242 2,567
R6 536 528 445 385 349 230 2,473
R7 473 506 446 345 323 225 2,318

＊令和7年度は令和8年１月末現在

○犬の注射頭数　

徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町 合計
R3 356 356 287 385 316 188 1,888
R4 324 346 304 361 290 176 1,801
R5 317 359 288 317 282 172 1,735
R6 310 372 275 271 246 169 1,643
R7 271 345 279 227 235 142 1,499

＊令和7年度は令和8年１月末現在
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(資料２)

○狂犬病予防注射接種率

R3
R4
R5
R6
R7
＊令和7年度は令和8年１月末現在

○県内登録頭数と注射頭数
令和6年度

指宿 加世田伊集院 川薩 出水 大口 姶良 志布志 鹿屋 西之表屋久島 名瀬

登録数 1,563 3,233 2,962 4,450 3,294 1,371 10,366 4,150 8,425 1,196 478 2,379

注射数 1,217 2,343 2,169 3,361 2,543 902 7,277 2,988 6,554 962 385 1,743
接種率 77.9% 72.5% 73.2% 75.5% 77.2% 65.8% 70.2% 72.0% 77.8% 80.4% 80.5% 73.3%

57.3% 68.2% 62.6% 65.8% 72.8%

55.9% 76.8% 74.2%
57.8% 70.5% 61.8% 70.4% 70.5%

69.6% 64.1%

和泊町 知名町 与論町
58.7% 79.5% 74.0% 71.5% 68.8%
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接種率（保健所毎） 令和6年度

Ａ町 Ｂ町 Ｃ町 Ｄ町 Ｅ町

Ａ町 Ｂ町 Ｃ町 Ｄ町 Ｅ町

※令和8年度の狂犬病予防注射（1回目）は6月18日（木）、19日（金）に行います。



国は、令和７年から令和１１年を農業構造転換集中対策期間として、農業

者や農業生産法人が自ら施工する畦畔外し等農地拡大の作業に対し、補助

する事業を創設しました。この事業を活用して、ほ場の拡大に取り組みま

せんか。

始めに

ほ場（畑）を大きくしませんか

事業概要

事業名 大区画化等加速化支援事業

事業主体 農業者など（農業者、農業生産法人）

事業実施の条件 ・地域計画内(ほ場整備事業実施済み地区)の農地である

こと

・農地が必ず大きくなること

作業内容 ・農地の拡大（畦畔外し、段差解消）
・暗渠排水、湧水処理等（但し、農地の拡大が必須）

注意点 ・現在ほ場整備事業を実施している地域では取り組めま

せん

・隣接するほ場が別所有者の場合、同意が必要です

・事業実施には申請が必要です

・事業を実施した後は、実績報告（写真・日報・図面な

ど）が必要です。

～ 大区画化で、作業が変わる。経営が変わる。 ～

イメージ図

※隣り合うほ場の畦畔外しや段差解消に取り組み、ほ場を拡大

ほ場が小さくて

作業がしにくい

農地をまとめて

もっと作りやすく



大区画化等加速化支援事業 と 通常のほ場整備事業との比較

大区画化等
加速化支援事業

通常の
ほ場整備事業

着手までの
期間

令和８年度に国へ申請し、令和
９年度に事業着手

最短７年後（構想～事業計画
４年、工事同意～設計３年）

事業主体 農家など（農家、農業法人） 県、市町村

実施方法 基本的に農家等の自らの施工 建設業者への工事発注

換地 換地は伴わないため所有面積は
減らない

換地を伴う。道水路の整備に
必要な土地を共同で負担する
ため、所有面積が減る。

工事同意 隣接するほ場が別所有者の場合、
同意が必要

工事する全ほ場の登記名義人
からの同意が必要

工事負担金 助成額内なら農家の負担金なし
※助成額と実際に要した経費と
の比較で安価な方を交付

工事負担金が必要
※地区によって異なる。
概ね10～15万円/反当り

【問い合わせ先】 知名町役場耕地課 電話 0997-84-3163

沖永良部事務所農村整備課 電話 0997-92-1321

土地改良事業団体連合会沖永良部支部 電話 0997-92-3059

事業種類 内容と助成額 作業イメージ

畦畔外し 内容 ・畦畔除去のみ行う場合

助成額 ・4万円/100m

区画拡大 内容 ・ほ場の高低差が10cm以下で、
表土扱いしない場合

助成額 ・7万円/10a

区画拡大 内容 ・ほ場の高低差が10cmを超え、
表土扱いを行う場合

助成額 ・27.5万円/10a

作業例

※作業例は一部の作業です。助成額は、整備後のほ場の大きさ等により変化します。






